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新 旧 

第１・第２ （略） 

第３ 地域密着型サービス 

一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

１ （略） 

２ 人員に関する基準 

(１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数（基準第３条の４） 

① オペレーター 

イ オペレーターは看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支

援専門員でなければならない。ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する

時間以外の時間帯において、当該オペレーター又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の看護師等との緊密な連携を確保することにより、利用者からの通報に適切に対

応できると認められる場合は、サービス提供責任者として１年以上（介護職員初任者研修

課程修了者及び旧訪問介護職員養成研修２級修了者にあっては、３年以上）従事した者を

オペレーターとして充てることができることとしている。この場合、「１年以上（３年以

上）従事」とは単なる介護等の業務に従事した期間を含まず、サービス提供責任者として

任用されていた期間を通算したものであること。 

ロ～ニ （略） 

ホ オペレーターは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等として従事することができるこ

と。なお、基準第３条の４第７項における「利用者に対する随時対応サービスの提供に支

障がない場合」とは、ＩＣＴ等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的

なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話

の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応で

きる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場

合であること。 

ヘ 基準第３条の４第５項各号に掲げる施設等の入所者等の処遇に支障がないと認められる

場合に、当該施設等の職員（イの要件を満たす職員に限る。）をオペレーターとして充て

ることができることとしていること。また、当該オペレーターの業務を行う時間帯につい

て、当該施設等に勤務しているものとして取扱うことができること。ただし、当該職員が

定期巡回サービス、随時訪問サービス又は訪問看護サービスに従事する場合は、当該勤務

時間を当該施設等の勤務時間には算入できない（オペレーターの配置についての考え方に

ついてはハと同様）ため、当該施設等における最低基準（当該勤務を行うことが介護報酬

における加算の評価対象となっている場合は、当該加算要件）を超えて配置している職員

に限られることに留意すること。 

 

② （略） 

第１・第２ （略） 

第３ 地域密着型サービス 

一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

１ （略） 

２ 人員に関する基準 

(１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数（基準第３条の４） 

① オペレーター 

イ オペレーターは看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支

援専門員でなければならない。ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する

時間以外の時間帯において、当該オペレーター又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の看護師等との緊密な連携を確保することにより、利用者からの通報に適切に対

応できると認められる場合は、サービス提供責任者として３年以上従事した者をオペレー

ターとして充てることができることとしている。この場合、「３年以上従事」とは単なる

介護等の業務に従事した期間を含まず、サービス提供責任者として任用されていた期間を

通算したものであること。 

 

ロ～ニ （略） 

ホ 午後６時から午前８時までの時間帯については、オペレーターは、随時訪問サービスを

行う訪問介護員等として従事することができることとしており、当該時間帯において勤務

する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、当該オペレーター一人である場合もあ

り得るが、利用者の処遇に支障がないよう、他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者との密接な連携に努めること。 

 

 

ヘ 午後６時から午前８時までの時間帯については、基準第３条の４第５項各号に掲げる施

設等が同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所のオペレーターの業務に

支障がないと認められる範囲内にある場合に、当該施設等の夜勤職員（イの要件を満たす

職員に限る。）をオペレーターとして充てることができることとしていること。また、当

該オペレーターの業務を行う時間帯について、当該施設等に勤務しているものとして取扱

うことができること。ただし、当該夜勤職員が定期巡回サービス、随時訪問サービス又は

訪問看護サービスに従事する場合は、当該勤務時間を当該施設等の勤務時間には算入でき

ない（オペレーターの配置についての考え方についてはハと同様）ため、当該施設等にお

ける最低基準（当該夜勤を行うことが介護報酬における加算の評価対象となっている場合

は、当該加算要件）を超えて配置している職員に限られることに留意すること。 

② （略） 

○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（抄） 

（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331004 号老振発第 0331004 号老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知） 傍線の部分は改正部分 
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③ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

イ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は当該職務に専従し、かつ、提供時間帯を通じて

１以上配置している必要があるが、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業

所並びに指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができることとしているほ

か、オペレーターが当該業務に従事することも差し支えないこと。また、サテライト拠点

を有する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、本体となる事務所及

びサテライト拠点のいずれかにおいて、事業所として必要とされる随時訪問サービスを行

う訪問介護員等が配置されていれば基準を満たすものである。なお、サービス利用の状況

や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものとする。 

 

ロ （略） 

④・⑤ （略） 

(２)  （略） 

３ （略） 

４ 運営に関する基準 

(１) 内容及び手続の説明及び同意 

① 基準第３条の７は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切

な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するため、その提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対

応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直

近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを

選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等（当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実施して

いる場合、当該パンフレット等について、一体的に作成することは差し支えないものとする。）

の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、

当該同意については、書面によって確認することが適当である。 

② （略） 

(２)～（20） （略） 

（21） 勤務体制の確保等 

①～③ （略） 

④ 基準第３条の 30 第３項は、随時対応サービスに限り、複数の指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の間での一体的実施ができることとしたものである。この場合において、

一体的実施ができる範囲について市町村を越えることを妨げるものではなく、随時対応サー

③ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

イ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は当該職務に専従し、かつ、提供時間帯を通じて

１以上配置している必要があるが、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業

所並びに指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができることとしているほ

か、午後６時から午前８時までの間はオペレーターが当該業務に従事することも差し支え

ないこと。また、サテライト拠点を有する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

においては、本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて、事業所として必

要とされる随時訪問サービスを行う訪問介護員等が配置されていれば基準を満たすもので

ある。なお、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保

するものとする。 

ロ （略） 

④・⑤ （略） 

(２)  （略） 

３ （略） 

４ 運営に関する基準 

(１) 内容及び手続の説明及び同意 

① 基準第３条の７は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切

な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するため、その提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対

応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、

わかりやすい説明書やパンフレット等（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

が、他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、

一体的に作成することは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行

い、当該事業所から指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けることにつき同意

を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、書面によって確

認することが適当である。 

 

② （略） 

(２)～（20） （略） 

（21） 勤務体制の確保等 

①～③ （略） 

④ 基準第３条の 30 第３項は、午後６時から午前８時までの間においては、随時対応サービス

に限り、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間での一体的実施ができる

こととしたものである。この場合において、一体的実施ができる範囲について市町村を越え

○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（抄） 

（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331004 号老振発第 0331004 号老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知） 傍線の部分は改正部分 
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ビスが単なる通報受け付けサービスではないことを踏まえ、それぞれの事業所における利用

者情報（提供されている具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）、

事業所周辺の医療機関の情報、随時の気象状況や道路状況等、当該事業所が随時対応サービ

スを行うために必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて

適切な体制が確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる

場合に認められるものであり、全国の利用者に対する随時対応サービスを１か所の指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に集約するような業務形態は想定していない。なお、

一体的実施に当たっては同一法人の事業所間に限らず、別法人の事業所間でも認められるも

のであるが、この場合、契約に基づくこととし、当該契約において、当該業務に要する委託

料及び当該委託業務に要する委託料並びに利用者に関する情報の取扱い方法、随時訪問サー

ビスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在及び緊急時等の対応方法等について定

めるとともに、利用者に対して当該契約の内容についての説明を十分に行うこと。なお随時

対応サービスの一体的実施により、随時対応サービスを行わない指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所は、当該時間帯における定期巡回サービス、随時訪問サービス及び訪問

看護サービスについては、実施しなければならないこと。 

 

⑤ （略） 

（22）～（25） （略） 

（26） 地域との連携等 

① 基準第３条の 37 第１項に定める介護・医療連携推進会議は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所が、利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、

提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとするこ

とで、サービスの質の確保を図ること及び当該会議において、地域における介護及び医療に

関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ることを目的として設

置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものである。この介護・医療連携推進会議は、

事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要とな

るものである。また、地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等

が、地域の医療関係者とは、郡市区医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医療ソーシャ

ルワーカー等が考えられる。 

なお、介護・医療連携推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点

から、次に掲げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の介護・医療連携推進会議を

合同で開催して差し支えない。 

イ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護す

ること。 

ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワー

ることを妨げるものではなく、随時対応サービスが単なる通報受け付けサービスではないこ

とを踏まえ、それぞれの事業所における利用者情報（提供されている具体的なサービスの内

容、利用者の心身の状況や家族の状況等）、事業所周辺の医療機関の情報、随時の気象状況

や道路状況等、当該事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報が随時把握されてお

り、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確保されており、利用者の心身の

状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に認められるものであり、全国の利用者に

対する随時対応サービスを１か所の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に集約す

るような業務形態は想定していない。なお、一体的実施に当たっては同一法人の事業所間に

限らず、別法人の事業所間でも認められるものであるが、この場合、契約に基づくこととし、

当該契約において、当該業務に要する委託料及び当該委託業務に要する委託料並びに利用者

に関する情報の取扱い方法、随時訪問サービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の

所在及び緊急時等の対応方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容に

ついての説明を十分に行うこと。なお随時対応サービスの一体的実施により、随時対応サー

ビスを行わない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、当該時間帯における定期

巡回サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスについては、実施しなければならな

いこと。 

⑤ （略） 

（22）～（25） （略） 

（26） 地域との連携等 

① 基準第３条の 37 第１項に定める介護・医療連携推進会議は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所が、利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、

提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとするこ

とで、サービスの質の確保を図ること及び当該会議において、地域における介護及び医療に

関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ることを目的として設

置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものである。この介護・医療連携推進会議は、

事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要とな

るものである。また、地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等

が、地域の医療関係者とは、地方医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医療ソーシャル

ワーカー等が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（抄） 

（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331004 号老振発第 0331004 号老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知） 傍線の部分は改正部分 
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ク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在

する事業所であっても差し支えないこと。 

ハ 合同で開催する回数が、１年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の半

数を超えないこと。 

ニ ②の外部評価を行う介護・医療連携推進会議は、単独で開催すること。 

②～④ （略） 

⑤ 同条第４項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する高齢者に指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供する場合、いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行

われないよう、第３条の８の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地

域の要介護者にもサービス提供を行わなければならないことを定めたものである。なお、こ

うした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を定める場合や、地域密着型サー

ビス運営委員会等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業

所の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいは

しなければならない等の規定を設けることは差し支えないものである。 

（27）～（29） （略） 

５ （略） 

二 夜間対応型訪問介護 

１ （略） 

２ 人員に関する基準 

(１) 訪問介護員等の員数（基準第６条） 

① オペレーションセンター従業者 

イ オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護

支援専門員でなければならない。ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務す

る時間以外の時間帯において、当該オペレーターとの緊密な連携を確保することにより、

利用者からの通報に適切に対応できると認められる場合は、サービス提供責任者として１

年以上（介護職員初任者研修課程修了者及び旧訪問介護職員養成研修２級修了者にあって

は、３年以上）従事した者をオペレーターとして充てることができることとしている。こ

の場合、「１年以上（３年以上）従事」とは単なる介護等の業務に従事した期間を含まず、

サービス提供責任者として任用されていた期間を通算したものであること。 

ロ～ホ （略） 

② （略） 

(２)  （略） 

３・４ （略） 

二の二 地域密着型通所介護 

 

 

 

 

 

②～④ （略） 

⑤ 同条第４項は、大規模な高齢者向け集合住宅と同一の建物に所在する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が当該集合住宅に居住する高齢者に指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護を提供する場合、いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われな

いよう、地域包括ケア推進の観点から地域の利用者にもサービス提供を行うことに努めるよ

う定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を

定める場合や、地域密着型サービス運営委員会等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場

合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用

者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を設けることは差し支えないも

のである。 

（27）～（29） （略） 

５ （略） 

二 夜間対応型訪問介護 

１ （略） 

２ 人員に関する基準 

(１) 訪問介護員等の員数（基準第６条） 

① オペレーションセンター従業者 

イ オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護

支援専門員でなければならない。ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務す

る時間以外の時間帯において、当該オペレーターとの緊密な連携を確保することにより、

利用者からの通報に適切に対応できると認められる場合は、サービス提供責任者として３

年以上従事した者をオペレーターとして充てることができることとしている。この場合、

「３年以上従事」とは単なる介護等の業務に従事した期間を含まず、サービス提供責任者

として任用されていた期間を通算したものであること。 

 

ロ～ホ （略） 

② （略） 

(２)  （略） 

３・４ （略） 

二の二 地域密着型通所介護 

○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（抄） 
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